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平成２０年４月１日以降のトレーラの取扱いについて

基準緩和認定された最大積載
重量及び車両総重量（［　］内）
の有効期間が平成20年３月
31日で満了するが、基準内
（［　］外）であれば、これまでど
おり使用可能です。

番　　号 00001 平成 19年　4月　1日 ○○運輸支局長

      自   動   車   検   査   証
登録年月日／交付年月日 初度登録年月 自動車の種別 用  途

平成 平成

品 川 １ １ か　８ ９ ４ ４ 9年　4月　1日 　5年　4月 普　　通 貨物 事業用 コ ン テ ナ セ ミ ト レ ー ラ ［041］
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長　　　　さ 前前軸重 後後軸重

M L １ ０ ０ -  Ｉ Ｔ ８ ９ ４ ４ ８６０cm - kg １３８０kg
総排気量又は定格出力
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平成

　20年　3月　31日 　　年　　月　　日

備　　考

　　［品川］、継続検査

　　自動車税　非課税

所有者の氏名又は名称

所 有 者 の 住 所

使用者の氏名又は名称

使 用 者 の 住 所

使 用 の 本 拠 の 位 置

有効期間の満了する日

最　大　積　載　量

自家用・事業用の別自 動 車 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号

車　　　　　　　　　名

車　　　体　　　番　　　号

形　　　　　　　式 原　動　機　の　形　式 燃　料　の　種　類

車  体  の  形  状

車　両　重　量 車　両　総　重　量

幅 高　　さ 前後軸重 後前軸重

　　＊保安基準緩和＊〔認定年月日〕平成１１年４月１日［○○運輸局］１００〔緩和
    事項〕［００４］車両総重量、［００５］軸重、［０５６］隣接軸重〔制限事項〕
   〔０２８〕　　被けん引自動車の後面には、基準車両総重量に単体物品基準緩和車両
    総重量を括弧書で、基準最大積載量に単体物品基準緩和最大積載量を括弧書でそれ
    ぞれ併記して表示すること。、〔０２５〕被けん引自動車の後面には、軸重を表示
    すること。、〔０９６〕被けん引自動車の後面には、隣接軸重を表示すること。
   〔０６８〕基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送する場合に限る。〔０６
    ９〕基準緩和の認定の有効期間の満了する日は、平成２０年３月３１日とする
    ＊けん引車＊　・・・・
　　〔その他検査事項〕（１）最大積載量欄及び車両総重量欄において括弧外は基準内
　　の最大積載量及び車両総重量を、括弧内は基準緩和時の最大積載量及び車両総重量
　　をそれぞれ示す。
　　以下余白

型式指定番号 類別区分番号

２０３２０［２４０００］kg ３５００kg ２３８２０［２７５００］kg

２４８cm １５６cm - kg １３８０kg

写：日本産業機械工業会
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